
 

 

 

（３）函館市医療・介護連携支援センター 

    医療と介護の両方を必要とされる高齢者が、住み慣れている地域で安心して自分らしく生活

していけるように、市民の皆さまからの在宅医療などに関する不安やお悩みのご相談をお受け

したり、高齢者の医療・介護に携わる方々の連携についてサポートをしております。 

 

 

 

（４）その他 

✦若年性認知症コーディネーターが配置されている相談機関 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談先 富岡町 2丁目 10－１０（函館市医師会病院内１階） 

℡ ４３－３９３９ ＊相談料は無料です 
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高齢者虐待についての相談先 

 「高齢者虐待防止法」では高齢者（６５歳以上の人）の虐待とは、家族など養護者（介護者）

による虐待または介護施設従事者などによる虐待と定義しています。 

 虐待問題の難しいところは、養護者（介護者）が介護により心身共に疲労し、追い詰められ

ていることが少なくないことです。虐待していることに気づいても、様々な理由で自分では歯

止めが効かなくなっていることもあります。 

 高齢者の虐待を防ぐためには、高齢者からのサインに気づき、ためらうことなく通報してい

ただくことが大切です。また、介護の負担を軽減する対策をとること、問題が生じているとき

は第三者が介入するなどして、虐待の芽を摘むことが大切です。 

 高齢者の人権が侵害される高齢者虐待については、下記へご相談ください。 
 

相談先 高齢福祉課 相談支援担当 ℡ ２１-３０２５ 

函館市地域包括支援センター 裏表紙一覧 


